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○香美 介護予防 日常生活支援総合事業 指定事業者 指定等 関 規則 

成「8 」1日規則第1「号 

香美 介護予防 日常生活支援総合事業 指定事業者 指定等 関 規則 

趣旨  

第 条 規則 介護保険法 成９ 法律第1「」号 下 法 いう 及び介護保険法施

行規則 成11 厚生省 第」6号 下 省 いう 定 ほ 香美 介護予

防 日常生活支援総合事業実施規則 成「8 香美 規則第11号 第 条第 項第 号ア及びイ

規定 第 号事業 下 総合事業 いう を行う者 下 指定事業者 いう

指定等 関 必要 事項を定  

指定 申請及び更新  

第 条 法第115条 45 第 項 規定 基 く申請 香美 介護予防 日常生活支援総合事業

指定事業者指定申請書 様式第 号 行う  

 法第115条 45 第 項 規定 基 指定を 者 旨を当該指定 係 事業所

見や い場所 標示  

 法第115条 45 第 項 い 準用 法第115条 45 第 項 規定 指定 更新

香美 介護予防 日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書 様式第 号 行

う  

指定事業者 指定等  

第 条 長 前条 規定 申請 あ 場合 別 定 香美 自立援助訪問型サ ビ

事業 人員 設備及び運営 関 基準を定 要綱 成「8 香美 告示第」6号 及び香美

自立援助通所型サ ビ 事業 人員 設備及び運営 関 基準を定 要綱 成「8 香美

告示第」7号 基準 基 指定 適否を審査 指定を 指定事業者指定通知書 様

式第 号 当該申請を 者 指定を 旨を通知  

 省 第140条 6」 規定 指定事業者 指定 効期間  

 長 第 項 規定 指定事業者 指定 い 当該事業者を指定

香美 介護保険事業計 定 地域支援事業 係 計 量を超過 場合又 他

地域支援事業 滑 適切 実施 支 生 場合 い 当該事業者を指定

い  

 長 香美 暴力団排除条例 成「4 香美 条例第「9号 第 条第 号 規定 暴力団

員 該当 者 あ 及び暴力団員 出資 融資 引 他 関係を通 事業活動
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支配的 影響力を 認 事業者 い を指定 い  

変更 届出等  

第 条 指定事業者 指定 容 変更 あ 変更届出書 様式第 号 総

合事業 廃止 休止又 再開 う 廃止 休止 再開届出書 様式第 号

行う  

 指定事業者 総合事業 廃止又 休止 届出を 当該届出 日 当該

サ ビ を い 者 あ 当該総合事業 廃止又 休止 日 降 い 引 当

該サ ビ 提供を希望 者 対 必要 サ ビ 等 的 提供さ う 介護予防

ケアマネ メントを行う地域包括支援センタ 又 総合事業を行う事業者 他関係者 連絡

調整 他 便宜 提供を行わ い  

指定 辞退  

第 条 指定事業者 指定を 総合事業 い 辞退 う 指定辞退届出書

様式第 号 行う  

指定 消 等  

第 条 長 法第115条 45 ９ 規定 指定を 消 又 指定 全部若 く 一

部 効力を停止 指定事業者指定 消 停止 通知書 様式第 号 当該

指定事業者 通知  

事業者情報 公表及び提供  

第 条 長 第 条 第 条第 項 第 条第 項 第 条及び第 条 各規定 指定

指定 更新 届出 理 指定 消 又 指定 停止 下 条 い 指定等 いう

を 当該指定事業者 関 情報 うち 次 掲 事項を公表 兵庫

県又 国民健康保険団体連合会 他 機関 対 当該指定等 係 事業所 関 情報

うち 次 掲 事項 い 提供  

。 ) 事業所 名称及び所在地 

。 ) 当該事業所 指定 申請者及び主 事務所 所在地並び 表者 氏名及び住所 

。 ) 指定 日及び指定更新 日並び 指定 効期間満了日 

。 ) 事業開始 日 事業廃止 日 事業休止 日 事業再開 日 指定 消 日又

指定停止期間 

。 ) 運営規程 

。 ) 介護保険事業所番号 
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。 ) 他 長 適当 認 事項 

他  

第 条 規則 定 ほ 規則 実施 関 必要 事項 長 別 定  

附 則 

規則 成「8 日 施行  


